
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｆ５－２１９００ 商品陳列用具部品及び付属品 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ５－２１９０ 全 商品陳列用具部品および付属品 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ６－２０Ｅ、Ｃ 壁取付け小型整理用具（一点支持、線的支持型） 

Ｆ２－７３１３１ カード立て等 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

商品陳列用トレー 帽子陳列用ハンガー掛け具  
Ｄ

－

Ｃ
Ｌ

Ａ

Ｓ
Ｓ

８ 定義 

○商品陳列用具の部品及び付属品。 

○Ｆ５－２０～２１２１に展開する物品の付属品的なものはここに含む。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

●「物品係止用パネル」「物品係止用レール」について：陳列用の壁板、商品陳列用具のパネル、家具用掛

具係止パネル等 

・ サーチ効率及びＦ５の構成部材の一部が再掲載表示によりＤに分類されている背景から、物品名等で商

品陳列が明記されていても、Ｄ６－２０Ａへ。家具用掛具係止パネルにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●商品陳列用の棚、ショーケース、冷蔵用ショーケース等に用いられる取手及び引手は、Ｍ３－２１１（家具

用取手及び引手）に分類する（Ｄタームは必要に応じ適宜付与する）。 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

マネキン人形用スタンド 帽子陳列用ハンガー掛け具 商品陳列棚用ローラプレート 

   

Ｆ5-2190 登録 1102141 

商品陳列用掛具 

F5-2190 登録 1148733 

陳 列 商 品 展 示 用 カ ー ド

ケース 

 

F5-2190 登録 1172851 

腕時計展示用留め具 

 

D1-20A  

登録 1150688  

壁面展示用レー

ル材 

D1-20A 

登録 1083290 

商品陳列用壁面

パネル 

 


